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 建築協定地区名 区 町 丁 有効期間 

 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ CITY 向洋町中 1丁目 2番地区  東灘 向洋町中 1 ～R4. 4.30 

 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ CITY ｳｴｽﾄｺｰﾄ 5 番街戸建地区  向洋町中 5 ～R4. 5.23 

 大丸町１丁目地区 長田 大丸町 1 ～R4. 7.12 

 西落合５丁目地区 須磨 西落合 5 ～R4. 7.22 

 フォレストパーク北落合  北落合 4 ～R4.10.31 

 パークサイドタウン西落合  西落合 5 ～R4.10.31 

 ヒルクオーレ須磨山の手  菅の台 7 ～R4.11.20 

 惣山町 北 惣山町 1～5 ～R5. 3.30 

 セラヴィレッジ舞多聞 垂水 舞多聞西 5 ～R4. 7.25 

 南多聞台六丁目  南多聞台 6 ～R4.10.24 

 学園緑が丘３丁目団地管理組合地区  小束山 3 ～R5. 3. 4 

 学園東町２丁目５番地地区 西 学園東 2 ～R4. 4.26 

 井吹台東町６丁目Ａ地区  井吹台東 6 ～R4. 6. 3 

 ベル―デュ・神戸学園都市  学園西 4 ～R4. 9.24 

 グリーンコリドール西神中央  竹の台 5 ～R4.10.31 

 西神南（13）団地地区  井吹台東 6 ～R4.12. 9 

 西神ﾆｭｰﾀｳﾝ・ｳﾞｪｰﾙｳﾞｨﾙ西神地区  美賀多台 8 ～R5. 1.24 

 建築協定地区名 区 町 丁 有効期間 

 六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ CITY 向洋町中 1丁目 6番地区  東灘 向洋町中 1 ～R5. 4.24  

   サニーヒル西鈴蘭台地区 北 鳴子 1・2 ～R5. 7.18 

 サニーヒル西鈴蘭台第２地区  鳴子 2 ～R5. 7.18 

 鳴子１丁目 14 番地区  鳴子 1 ～R5. 7.18 

 小松すずらん台  北五葉 4 ～R5. 9.26 

 小松すずらん台第２  北五葉 4 ～R5. 9.26 

 神戸北町桂木１丁目Ａ地区  桂木 1 ～R5.11. 3 

 日生鈴蘭台ニュータウン第４地区  星和台 6 ～R6. 3.14 

 松の宮団地地区  鈴蘭台西 6 ～R6. 3.30 

 舞多聞西３丁目（てらいけﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）地区 垂水 舞多聞西 3 ～R5. 4. 8 

 ｶﾙﾁｪﾘﾍﾞﾙﾃ学園都市‐戸建住宅街区‐地区 西 学園東 3 ～R5. 6.11 

 スマートコモンシティ西神南Ⅰ地区  井吹台西 6 ～R5. 9.19 

 スマイルタウン西区学園東町Ⅰ  学園東町 8 ～R5.11.14 

 ア・ラヴリ西神中央  春日台 5 ～R5.12.18 

 スマイルタウン西区学園東町Ⅱ  学園東町 6 ～R6. 2. 9 

令和３年度 ステップアップセミナー&個別相談会を開催！ 

神戸市建築協定地区連絡協議会 
神戸市建築住宅局 建築安全課 

Vol.63号 

協定の有効期間がせまっています！ 

11月 28日(日)に、大きめの会場を用意するなど
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じ、
建築協定運営委員のみなさんに向けてのセミナー・
相談会を開催しました。内容は次のとおりです。 

▼ステップアップセミナー 
①全体セミナー 
連絡協議会 矢嶋会長より、建築協定について全体説明がありました。 

②運営委員会の引継ぎの重要性 
  運営委員を引継ぐときのポイントをお伝えしました。 
③事前協議について 
  事前協議とは何か？、事前協議書類が提出された場合、どのように図面
を見たらよいのか、協議結果の返し方など実践形式でお伝えしました。 

④更新の手続き 
手続きの流れ・必要な書類についての「講義」、連絡協議会の役員を交
えた「座談会」を実施しました。 

▼個別相談会 
地区ごとに事情や課題も違うため、連絡協議会の役員や神戸市に個別に
相談していただける機会として開催し、1地区が参加されました。 

 

協定を大きく見直される場合は、『アドバイザー派遣制度』をご利用ください。 
※詳細は、神戸市建築安全課へお問合せください。 

有効期間が令和４年度までの地区です↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
 

 

有効期間が令和５年度までの地区です↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
 

 

 建築協定手引き・運営
マニュアルを発行しま
した 

 

 

  おし 
らせ 

H15 年発行の「建築協定の手引き」と
H18 年発行の「運営委員会業務マニュ
アル」を統合してわかりやすくまとめた「建
築協定手引き・運営マニュアル」を発行
しました。 
これらの資料は、実際に建築協定運営
委員長を経験された連絡協議会役員
のみなさんの目線でチェックをし、コンパク
トで読みやすくすることを特に心掛けて作
成をしています。ぜひ、日々の建築協定
の運営にお役立てください。 
 
 

 ！ 

～本編～ 
建築協定とは何か、その全体像をつか
んでいただけるように、制度や運営、運
営委員会の活動についてまとめました。 
～資料編～ 
建築協定を運営するにあたり参考として
いただける書類例や様式、関係法令、
問答集を掲載しています。 

※建築協定の更新に
ついての内容をまとめ
た「建築協定更新マ
ニュアル」もあります。 

 

 更新書類の“押印が廃止”
されました 

おし 
らせ 

全市的な押印見直しにより、建築協定
の更新書類への押印は、全て廃止され
ました。合意書についても、本人の自署
があれば押印不要となります。（HP に掲
載している様式も差替えています。） 

マニュアルは 
こちらから 
ダウンロード 
できます→

 

詳しくは、神戸市までお問合せください。 

 
 
 できごと 
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▶ご相談、お問合せは、神戸市建築安全課（中央区浜辺通 2-1-30三宮国際ビル 5階 ℡ 078-595-6555）まで 
▶神戸市建築安全課の担当区をご案内します。                            協議会のホームページもご活用ください！ 

区 灘・兵庫・須磨・西 東灘・北（北部）・垂水 中央・北（南部）・長田 
担当 相羽 西村 阿部 

 
https://www.city.kobe.lg.jp/a81042/kurashi/machizukuri/torikumi/construction/index.html 

▶ 

神戸市 建築協定 検索 

建築協定 Q&A 

 
 

新年度の「総会」& 
「セミナー」について 

 

ご案内 

 Pick 
UP 

今年度も建築協定地区表示プレートの配布を行いまし
た。プレートを地区内に掲示することで、建築協定地区で
あることを地区内の皆様・新しく転入される方に周知するこ
とができます。 
来年度も配布予定ですので、よろしければご活用ください。
（秋頃に各地区運営委員長にご案内予定です。） 
 
 

例年、5 月に「総会」・「セミナー」を開催
しています。（今年度は新型コロナウイル
ス感染症の影響で書面開催しました。）
情勢を踏まえて開催時期や方法を検討
し、改めて各地区運営委員長のみなさん
にご案内します。 

～ 今年度、神戸市建築安全課に寄せられた建築協定に関するご質問について、一部をご紹介します ～ 

建築協定手引き・運営マニュアル（資料編）にも、建築協定に
関する Q＆A を多数掲載しています。ぜひ、ご一読ください。 

①建築協定って何？/建築協定について           ②建築協定の運営について 
 

Q4 

Q3 
 

 
プレート配布について 

③建築協定の更新について 

建築協定区域内で増築する場合も 
新築のときと同様に「事前協議」が必要ですか？ 

「1区画 1戸建てとする」と決められている地区で、 
2世帯住宅を建てることはできますか？ 
 

私の地区では「事前協議」について定めていません。 
追加する場合、変更申請は必要ですか？ 

運営委員長を引継ぐ予定です。どのような手続
きが必要ですか？メールで手続き可能ですか？ 

何故更新が必要なのですか？ 

空き家があり、次の更新で全員の合意が得られそ
うにありません。更新しても意味がないでしょうか？ 

各地区で所有されている「建築協定書」に記
載されている他、神戸市 HP「市内建築協定
地区一覧」により確認いただけます。（こちら

 

増築の場合も、新築の場合と同様に各地区の運営委
員会との事前協議が必要です。まずは、運営委員会に
問い合わせましょう。（市との協議は必要ありません。） 

協定に適しているかどうかは、各地区の運営委員会が
判断するため、運営委員会にご相談ください。 
参考に、一般的な「１戸」の住宅かどうかの判断基準は
次のとおりです。 
 

運営委員長が変更となる際には、「運営委員長変更
届」の提出をお願いしています。次の委員長が決定し
たら、メール、郵送又は FAX で提出をお願いします。 
建築協定は、地域のみなさんで運用するものですの
で、引継ぎはしっかり行いましょう。 

 
  

 
  

   
建築協定には有効期間が設けられており、期間が過ぎ
ると、失効し、なくなります。そのため、有効期間の後も
協定を続けていくためには、「更新」が必要になります。 

既に多くの方が住んでいる場所で結ぶ建築協定は、所
有者が分からない区画や個々の考えの違いもあり、全
員の加入が難しいのが現実です。ただし、協定未加入
の区画があるからといって、全く意味をなさなくなるわけで
はなく、協定があることで一定の「抑止効果」を発揮する
ことができます。 
空き家など、合意をもらえない区画は、途中から簡単に
加入できる「隣接地」に指定することができます。 

住んでいる地区の建築協定で決められている 
「建物のルール」を調べる方法はありますか？ Q2 

 
予告 

合意した覚えがありませんが、 
協定区域に入っています。何故でしょうか？ 

※【注意】工事をしなくても協議が必要な場合があります！ 
（例）協定の中で「建物の用途」の制限を設けている地

区で、住宅を事務所等に変更する場合 など 

①玄関が１つ・内部で世帯ごとに独立 
②玄関が２つ・内部で往来ができる 
③玄関が２つ・内部で往来ができない 
 

…１戸の住宅 
…１戸の住宅 
…２戸の長屋 
 

建物を建築する際の基準は、建築基準法や都市計画
法などにより定められていますが、最低限の基準を全国
一律で定めているので、地域の事情や希望をきめ細や
かに反映できない場合があります。建築協定は法律の
基準に上乗せするかたちで、地域の特性等に基づいた
「建物のルール」を地域のみなさんが設けるものです。 

壁等で区画され内部で往来できない場合は③となり、
協定の「1区画 1戸建て」に適さないと考えられます。 

建築協定は合意された方同士のルールですが、土地
の所有者が変わっても有効期間内であれば効力が引
き継がれるという特徴があります。よって、前の土地の所
有者が合意されていた場合は、売買等によって新しく
所有者になった方に対しても効力は引き継がれます。 

「事前協議」は市長認可項目(※)ではないため、変更
申請は不要です。協定区域のみなさんの合意を得られ
れば追加いただけます。（変更した場合は、市までご報
告をお願いします。） 

 【参考】(※)「市長認可項目」とは、次の 5 つです。 
①建築協定区域  ②建築協定区域隣接地 

  ③建築物に関する基準  ④有効期間 
⑤協定違反があった場合の措置 
これらを変更するには、全員が合意し、新規認可時
と同様の手続きをとり、市長の認可を受ける必要が
あります。 

Q5 

Q6 

Q7 

Q8 

Q9 

Q1 そもそも建築協定って何ですか？ 


